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別添資料２ 

 

 

平成２８年度における 

大学入学者選抜改革の主な取組等について 

 
＜主な検討経緯＞ 

平成２８年３月 高大接続システム改革会議「最終報告」 
 

５月～ 「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）検討・準備グループ」等
における検討 

              
「大学入学者選抜方法の改善に関する協議」の場における検討 

 
８月 検討状況を公表 

 

１．検討・準備グループ等における検討【別紙１－１、１－２参照】 
 

○ 「最終報告」で示された「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の 

「実施方針」の策定に向け、主に以下の課題を検討。 

  ・記述式問題の実施方法等 

  ・英語の４技能評価 

  ・その他事項（出題教科・科目、結果の表示、実施期日等） 

○ 実施方針策定の方向性について案を整理。 

２．大学入学者選抜方法の改善に関する協議の場における検討【別紙２参照】 
 
○ 個別大学の入学者選抜の改革について、高等学校や大学関係者等による改

善に関する協議の場で、主に以下の課題を検討。 

・新たなルール 

・調査書や提出書類の改善 
 
○ 各入試区分における学力の３要素の評価方法等の在り方の整理。 
 
○ 丁寧な選抜や高校教育及び学習意欲を考慮した出願・合格発表時期の設定。 
 
○ 調査書・推薦書の見直しや志願者本人の記載する資料等の充実。 

３．今後の予定 

○ 関係者等との意見交換等を行い、すみやかに「実施方針」やモデル問題、

「大学入学者選抜実施要項の見直しの予告」を公表予定。 



高大接続改革（大学入学者選抜改革）

＜現 行＞ 【平成３２年度～】
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英語 「読む」「聞く」
のみ

４技能評価
へ転換

学力の３要素が評価
できていない入試

早期合格による高校
生の学習意欲低下

新たなルール
の設定

共
通
テ
ス
ト

個
別
選
抜

◆ 受検生の「学力の３要素」について、多面的・総合的に評価する入試に転換
①知識・技能 ②思考力・判断力・表現力 ③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

◆ 高大接続改革実行プラン、高大接続システム改革会議最終報告に沿って、大学入学者選抜の改革を着実に推進
◆ 平成３２年度 「大学入学共通テスト（仮称）」開始 ※記述式、英語４技能
平成３６年度 新学習指導要領を前提に更に改革

○センターが作問、出題、採点する。採点には「民間事業者」を活用。

○国語：８０～１２０字程度の問題を含め３問程度。
数学：数式・問題解決の方略などを問う問題３問程度。

○平成３６年度から地歴・公民分野や理科分野等でも記述式を導入
するため検討。

○共通テストは平成３５年度までは継続して実施する。

○各大学は、共通テストと検定試験のいずれか、または双方を
大学の判断で選択利用。

○センターが、試験の内容と実施体制を評価し、入学者選抜に適し
た試験を認定し、試験結果を大学に提供（高３時の２回まで）
（A案と共通）。

○ＡＯ入試・推薦入試において、小論文、プレゼンテーション、教科・科
目に係るテスト、共通テスト等のうち、いずれかの活用を必須化。

○調査書の記載内容も改善

○出願時期をＡＯ入試は８月以降から９月以降に変更。
合格発表時期をＡＯ入試は１１月以降、推薦入試は１２月以降に設定
（これまでルールなし）。

【A案】

【B案】

○共通テストは実施せず、資格・検定試験を活用する。

○センターが、試験の内容と実施体制を評価し、入学者選抜に適し
た試験を認定し、試験結果を大学に提供（高３時の２回まで）。
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別紙１－１ 

          

「大学入学共通テスト（仮称）」実施方針（案） 

 
※ 今後、文部科学省において、更に大学・高等学校等の関係団体等の意見を聞き、すみ

やかに実施方針として確定する。 

 

 

１．名称 

  大学入試センター試験に代わるテストの名称は、「大学入学共通テスト（仮称）」（以下

「共通テスト」という。）とする。 

 

２．目的 

  共通テストは、大学入学希望者を対象に、高等学校段階における基礎的な学習の達成

の程度を判定し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的とす

る。このため、各教科・科目の特質に応じ、知識・技能を十分有しているかの評価も行

いつつ、思考力・判断力・表現力を中心に評価を行うものとする。 

 

３．実施主体 

  共通テストは利用大学が共同して実施する性格のものであることを前提に、大学入試

センター（以下「センター」という。）が問題の作成、採点その他一括して処理すること

が適当な業務等を行う。 

 

４．実施開始年度 

  平成３２年度（平成３３年度入学者選抜） 

  ※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降の

方針については、平成３３年度を目途に策定・公表予定。 

 

５．出題教科・科目等 

○ 共通テストの出題教科・科目等は、別表１のとおりとする。 

※ 次期学習指導要領において高等学校の教科・科目が抜本的に見直される予定であ

ることを踏まえ、平成３６年度以降は教科・科目の簡素化を含めた見直しを図る。 

 

○ 「国語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」については、「８.で見直しを行うマークシ

ート式問題」に加え、記述式問題を出題する。 

※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降、

地理歴史・公民分野や理科分野等でも記述式問題を導入する方向で検討を進める。 
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６．記述式問題の実施方法等 

（１）国語 

①出題の範囲 

記述式問題の出題範囲は、「国語総合」（古文・漢文を除く。）の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

多様な文章や図表などをもとに、複数の情報を統合し構造化して考えをまとめた

り、その過程や結果について、相手が正確に理解できるよう根拠に基づいて論述し

たりする思考力・判断力・表現力を評価する。 

設問において一定の条件を設定し、それを踏まえ結論や結論に至るプロセス等を

解答させる条件付記述式とし、特に「論理（情報と情報の関係性）の吟味・構築」

や「情報を編集して文章にまとめること」に関わる能力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 

○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 

○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 ※ センターが共通テストにおいて作問、出題、採点する記述式問題とは別に、

各大学が個別選抜において一定の期日に出題・採点に利用することができるよ

うセンターが大学の求めに応じ記述式問題及び採点基準を提供する方式の導入

も検討する。 

 

（２）数学 

①出題の範囲 

記述式問題の出題科目は、「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」とし、出題範囲は「数学

Ⅰ」の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

図表やグラフ・文章などを用いて考えたことを数式などで表したり、問題解決の

方略などを正しく書き表したりする力などを評価する。 

特に、「数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しを立てること」に関わる能

力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 
○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 
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○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 

７．英語の４技能評価 

○ 高等学校学習指導要領における英語教育の抜本改革を踏まえ、大学入学者選抜にお

いても、「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能を適切に評価するため、共通テ

ストの枠組みにおいて、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着し

ている資格・検定試験を活用する。 
 

○ 具体的には、以下の方法により実施する。 

 ① 資格・検定試験のうち、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要

な水準及び要件を満たしているものをセンターが認定し（以下、認定を受けた資格・

検定試験を「認定試験」という。）、その試験結果及びＣＥＦＲ（※）の段階別成

績表示を要請のあった大学に提供する。 

このような方式をとることにより、学習指導要領との整合性、実施場所の確保、

セキュリティや信頼性等を担保するとともに、認定試験の実施団体に対し、共通テ

スト受検者の認定試験受検料の負担軽減方策や障害のある受検者のための環境整

備策を講じることなどを促す。 
 

※ ＣＥＦＲ…(Common European Framework of Reference for Languages : 
Learning , teaching , assessment)の略称。外国語の学習・教授・
評価のためのヨーロッパ共通参照枠。 

 

 ② 国は、活用の参考となるよう、ＣＥＦＲの段階別成績表示による対照表を提示す

る。 
 
③ センターは、受検者の負担、高等学校教育への影響等を考慮し、高校３年の４月

～１２月の間の２回までの試験結果を各大学に送付することとする。 

 

※ 共通テストの英語試験の取扱いについては、引き続き、以下の２案について大学・

高等学校等の関係団体等の意見を聞きつつ検討する。 
 

≪A 案≫ 

平成３２年度以降、共通テストの英語試験を実施しない。英語の入学者選抜に認

定試験を活用する。 

 

 ≪B 案≫ 

   共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学

への影響を考慮し、平成３５年度までは実施し、各大学の判断で共通テストと認定

試験のいずれか、又は双方を選択利用することを可能とする。 

 

○ なお、認定試験では対応できない受検者への対応のための共通テストの英語試験の

実施については、別途検討する。 
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８．マークシート式問題の見直し 

○ 思考力・判断力・表現力を一層重視した作問への見直し 

    次期学習指導要領の方向性を踏まえ、各教科・科目の特質に応じ、より思考力・

判断力・表現力を重視した作問となるよう見直しを図る。 

 

９．結果の表示 

 （１）マークシート式問題 

   各大学において、入学者受入れ方針に応じたきめ細かい選抜に活用できるよう、

大学のニーズも踏まえつつ、現行の大学入試センター試験よりも詳細な情報を大学

に提供する。 

提供する情報の内容については、以下の事項を含め、今後、プレテスト等の状況

も踏まえつつ検討し、平成２９年度中に結論を得る。 

・ 設問、領域、分野ごとの成績 

・  全受検者の中での当該受検者の成績を表す段階別表示 

 

（２）記述式問題 

   設問ごとに設定した正答の条件（形式面・内容面）への適合性を判定し、その結

果を段階別で表すことなどについて検討する。 

結果の表示の仕方については、国語、数学の科目特性や試験問題の構成の在り方

も踏まえ、プレテスト等を通じて明確化する。 

    

※ 上記（１）（２）に関し、大学が指定した教科・科目については、全ての問の結

果の活用を求める。 

 

１０．実施期日等 

○ 共通テストの実施期日は、１月中旬の２日間とする。 

○ マークシート式問題と国語、数学の記述式問題は同一日程で、当該教科の試験時

間内に実施する。 

○ 成績提供時期については、現行の１月末から２月初旬頃の設定から、記述式問題

のプレテスト等を踏まえ、１週間程度遅らせる方向で検討する。 

 

１１．その他 

○ 出題教科・科目の試験時間、実施期日・成績提供時期、実施上の配慮事項（試験場 

の割当て、障害等のある受検者に対する配慮、再試験・追試験の実施）、実施方法等

に関する要項（時間割、検定料、成績の本人への通知等）の具体的な取扱いについ

ては、プレテストの結果等を通じて引き続き検討し、今後、実施大綱（平成３１年
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度初頭目途に策定・公表予定）のほか、適切な時期に順次公表する。 

    なお、共通テストの検定料については、受検者の経済的負担に配慮して所要の検

討を行う。 

    障害のある受検者に対しては、引き続き合理的な配慮を行う。 

 

○ プレテストの実施内容と今後のスケジュールは別表２のとおり。 

なお、プレテストを通じて共通テストにおける試験問題の検討を行い、その検討

結果を公表する。 

 

※ ＣＢＴの導入については、引き続きセンターにおいて、導入に向けた調査・検

証を行う。平成２９年度については、問題素案の集積方法の検討及び集積等を行

う。 

この成果も踏まえ、平成３６年度以降の複数回実施の実現可能性を検討する。 
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別表１ 出題教科・科目 

 

教科等 出題科目 出題方法等 備考 

国語 『国語』 「国語総合」の全ての内容を出題範囲とする。 

『国語』の出題に

は記述式問題を含

む（古文、漢文を除

く。）。 

地理歴史 

「世界史Ａ」 

「世界史Ｂ」 

「日本史Ａ」 

「日本史Ｂ」 

「地理Ａ」 

「地理Ｂ」 

 左記の６科目は、それぞれの科目の全ての内

容を出題範囲とする。 
  

公民 

「現代社会」 

「倫理」 

「政治・経済」 

『倫理，政治・経済』 

「現代社会」、「倫理」及び「政治・経済」はそれ

ぞれの科目の全ての内容を出題範囲とする。 

『倫理，政治・経済』は、「倫理」と「政治・経済」

を総合した出題範囲とする。 

  

数学 

「数学Ⅰ」 

『数学Ⅰ・数学Ａ』 

「数学Ⅱ」 

『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」は、それぞれの科目の全て

の内容を出題範囲とする。 

『数学Ⅰ・数学Ａ』は、「数学Ⅰ」と「数学Ａ」を総

合した出題範囲とする。 

 ただし、「数学Ａ」については、「場合の数と確

率」「整数の性質」「図形の性質」の３項目の内容

のうち２項目以上を学習した者に対応した出題と

し、問題を選択解答させる。 

  『数学Ⅱ・数学Ｂ』は、「数学Ⅱ」と「数学Ｂ」を

総合した出題範囲とする。 

  ただし、「数学Ｂ」については、「数列」「ベクト

ル」「確率分布と統計的な推測」の３項目の内容

のうち２項目以上を学習した者に対応した出題と

し、問題を選択解答させる。 

 

「数学Ⅰ」及び『数

学Ⅰ・数学Ａ』の出題

には記述式問題を

含む。「数学Ⅰ」・『数

学Ⅰ・数学Ａ』の記述

式問題の出題範囲

は、「数学Ⅰ」とす

る。 

理科 

「物理基礎」 

「化学基礎」 

「生物基礎」 

「地学基礎」 

「物理」 

「化学」 

 左記の８科目は、それぞれの科目の全ての内

容を出題範囲とする。 
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「生物」 

「地学」 

外国語 

『英語』 

『ドイツ語』 

『フランス語』 

『中国語』 

『韓国語』 

『英語』は、「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュ

ニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅰ」を出題範

囲とする。 

『英語』以外の外国語科目は、英語（リスニング

を除く。）に準ずる。 

『英語』はリスニング

を含む。 

専門学科

に関する

科目 

『簿記・会計』 

『情報関係基礎』 

『簿記・会計』は、「簿記」及び「財務会計Ⅰ」を

総合した出題範囲とし、「財務会計Ⅰ」について

は、株式会社の会計の基礎的事項を含め、「財

務会計の基礎」を出題範囲とする。 

 『情報関係基礎』は、専門教育を主とする農業、

工業、商業、水産、家庭、看護、情報及び福祉の

８教科に設定されている情報に関する基礎的科

目を出題範囲とする。 

  

 

（注１）「 」『 』内記載のものを１出題科目とする。 

 

（注２）「 」で記載されている科目は、高等学校学習指導要領上設定されている科目を表し、

『 』はそれ以外の科目を表す。 
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別紙１－２ 

          

「大学入学共通テスト（仮称）」実施方針策定に当たっての考え方（案） 

 

 

○ 大学入試センター試験に代わる新たなテストの制度設計については、高大接続システ

ム改革会議の「最終報告」を踏まえ、「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」検討・

準備グループにおいて、検討を進めてきたところ。 

 

○ このたび、検討・準備グループにおける議論等を踏まえ、「大学入学共通テスト（仮

称）」の実施方針（案）を取りまとめた。各項目についての考え方等は以下のとおり。 

 

※ 今後、文部科学省において、更に大学・高等学校等の関係団体等の意見を聞き、すみ

やかに実施方針として確定する。 

 

 

１．名称 

  大学入試センター試験に代わるテストの名称は、「大学入学共通テスト（仮称）」（以下

「共通テスト」という。）とする。 

    

 

○ 大学入試センター試験に代わる新たなテストの名称については、これまで、「大学入学

希望者学力評価テスト（仮称）」として仮称を用いてきたところであるが、このテストに

ついては、 

① 大学入学希望者に求められる共通の学力として、高等学校教育を通じて育まれる学

力のうち「知識・技能」を十分有しているかの評価も行いつつ、思考力・判断力・表現

力等を中心に評価するものであること、 

② 大学入学希望者の高等学校における学習成果を把握し、大学教育へと接続させてい

くために、利用大学が共同して実施する共通テストであること、 

などを踏まえた簡素で覚えやすい適切な名称を設定することが必要である。 

 

○ このため、大学入学希望者の共通の学力評価という内容面とともに、利用大学が共同

実施する共通テストという実施面の双方の性格をより端的に表象するものとして、新た

なテストの名称を、「大学入学共通テスト」とする方向で検討している。 
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２．目的 

  共通テストは、大学入学希望者を対象に、高等学校段階における基礎的な学習の達成

の程度を判定し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的とす

る。このため、各教科・科目の特質に応じ、知識・技能を十分有しているかの評価も行

いつつ、思考力・判断力・表現力を中心に評価を行うものとする。 

 

３．実施主体 

  共通テストは利用大学が共同して実施する性格のものであることを前提に、大学入試

センター（以下「センター」という。）が問題の作成、採点その他一括して処理すること

が適当な業務等を行う。 

 

４．実施開始年度 

  平成３２年度（平成３３年度入学者選抜） 

  ※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降の

方針については、平成３３年度を目途に策定・公表予定。 

 

 

＜目的＞ 

 ○ 共通テストの目的については、これまで大学入試センター試験（以下「センター試

験」という。）が担ってきた「高等学校における基礎的な学習の達成の程度」を判定す

る機能を前提としつつ、高大接続システム改革会議の「最終報告」（平成２８年３月。

以下「最終報告」という。）を踏まえ、大学教育を受けるために必要な能力について把

握することを明確にする。 

あわせて、「最終報告」を踏まえ、高等学校教育を通じて育まれる学力のうち、知識・

技能とともに、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等を評価するという観点からの位置づけを明確にする。 

 

（参考）中央教育審議会答申（平成２６年１２月）における知識・技能や思考力・判断     

力・表現力の関係 

○ 知識については、生徒が学習の過程を通して個別の知識を学びながら、そうし 

た新たな知識等が既得の知識等と関連付けながら深く理解され、他の学習や生

活の場面でも活用できるような確かな知識として習得されるようにしていくこ

とが重要。 

生徒が持つ知識を活用して思考することにより、知識を相互に関連付けてよ 

り深く理解したり、知識を他の学習や生活の場面で活用できるようにしたりす

るための学習が必要。 

  こうした深い理解を伴う知識の習得は、各教科等の学習において重視される 

主要な概念の理解や習得につながるもの。 

  （技能についても同様） 
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○ 知識及び技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等   

を発揮することを通して、深い理解を伴う知識及び技能が習得され、それにより更 

に思考力、判断力、表現力等も高まるという相互の関係にあるもの。 

 

＜実施主体＞ 

○ 実施主体に関し、現行のセンター試験は、法律上、「大学が共同して実施する」もの

であり、センターは、この試験に関し「一括して処理することが適当な業務」等を行

うものとされている（大学入試センター法第１３条第１項）。共通テストにおいても、

「最終報告」を踏まえ、その位置づけを引き継ぐこととする。 

 

○ 共通テストは、実態上、利用大学が共同して実施するテストであることを十分認識

し、テストについては、専門家（例：教科関係、測定論・評価論など）による理論・

実践の両面の知見をもとに全体設計（テストデザイン）を行う。   

また、テストの実施に際しては、テスト問題作成を担当する大学教員の派遣や実際

のテスト実施業務を担当することなど、センターとの緊密な連絡体制のもと、利用大

学がそれぞれ責任をもって取り組むものとする。 

※ 各大学は、現状でも、試験問題作成に携わる大学教員の派遣、試験場の設定、試

験監督者等の選出及び実施方法等の周知、受領試験問題等の保管・管理、試験の実

施、答案の整理・返送等の業務について責任を持って行っているところであり、共

通テストにおいても、これらの業務を担うこととなる。 

 

○ 共通テストは、高等学校教育を通じて育まれた十分な知識・技能を前提として、思

考力・判断力・表現力等を重視して評価する作問体制への転換等が必要であることを

踏まえ、高等学校関係者や、高等学校教育の実態をよく把握している大学教員等を積

極的に作問委員として委嘱するなど、これまでのセンターの作問方針・作問体制の抜

本的な見直しを図り機能を強化する。 

 

＜実施開始年度＞ 

○ 中央教育審議会答申（平成２６年１２月）、高大接続改革実行プラン（平成２７年１

月）、最終報告により示されたスケジュールに沿って、実施開始年度を平成３２年度と

する。 

 

○ 本実施方針は現行学習指導要領下におけるテストについてのものであり、次期学習

指導要領に基づくテストが実施される平成３６年度以降の実施方針については、平成

３３年度を目途に策定・公表する。 
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５．出題教科・科目等 

○ 共通テストの出題教科・科目等は、別表１のとおりとする。 

※ 次期学習指導要領において高等学校の教科・科目が抜本的に見直される予定であ

ることを踏まえ、平成３６年度以降は教科・科目の簡素化を含めた見直しを図る。 

 

○ 「国語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」については、「８.で見直しを行うマークシ

ート式問題」に加え、記述式問題を出題する。 

※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降、

地理歴史・公民分野や理科分野等でも記述式問題を導入する方向で検討を進める。 

 

 

＜出題教科・科目＞ 

○ 平成３２年度に実施される共通テストの出題教科・科目等については、現行学習指

導要領の下、別表１のとおりとする。 

 

○ 最終報告では、「試験の出題科目数については、思考力・判断力・表現力を構成する

諸能力を中心に評価する作問体制への転換が必要であることや、受検者数の状況等も

勘案しつつ、できるだけ簡素化する。」ことが示されており、平成３６年度以降は、次

期学習指導要領で高等学校の教科・科目の構成が抜本的に見直されることを踏まえ、

共通テストの教科・科目の簡素化を含めた見直しを図る。 

 

＜記述式問題の出題＞ 

○ 記述式問題の対象教科・科目については、高等学校学習指導要領で「国語総合」「数

学Ｉ」が共通必履修科目として設定されていることを踏まえ、当面、共通テストの「国

語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」において出題する。 

 

○ 一方、国語・数学に限らず、地理歴史・公民分野や理科分野等にも記述式問題を導入

し、全教科を通じてより主体的、論理的な思考力・判断力・表現力等を一層高めること

は重要である。国語・数学では、上述のとおり、「国語総合」「数学Ⅰ」が共通必履修科

目であることを踏まえ、記述式問題の対象科目を決定したが、地歴公民や理科は、現行

学習指導要領では共通必履修科目が設定されておらず、現行では、あわせて１８の試

験科目が実施されている。 

このため、国語・数学における記述式問題導入の状況を検証しつつ、歴史総合、地理

総合、公共が共通必履修科目となる次期学習指導要領に基づくテストとして実施する

こととなる平成３６年度のテストから、地理歴史・公民分野や理科分野等でも記述式問

題を導入する方向で検討を進める。 

  



5 
 

 

６．記述式問題の実施方法等 

（１）国語 

①出題の範囲 

記述式問題の出題範囲は、「国語総合」（古文・漢文を除く。）の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

多様な文章や図表などをもとに、複数の情報を統合し構造化して考えをまとめた

り、その過程や結果について、相手が正確に理解できるよう根拠に基づいて論述し

たりする思考力・判断力・表現力を評価する。 

設問において一定の条件を設定し、それを踏まえ結論や結論に至るプロセス等を

解答させる条件付記述式とし、特に「論理（情報と情報の関係性）の吟味・構築」

や「情報を編集して文章にまとめること」に関わる能力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 

○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 

○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 ※ センターが共通テストにおいて作問、出題、採点する記述式問題とは別に、

各大学が個別選抜において一定の期日に出題・採点に利用することができるよ

うセンターが大学の求めに応じ記述式問題及び採点基準を提供する方式の導入

も検討する。 

 

 

＜記述式問題の導入意義＞ 

○ 大学入学者選抜においては、高等学校学習指導要領に基づき育成された資質・能力

をより的確に評価する必要があり、このことは高等学校教育の改革充実という観点か

らも重要である。特に、現行の高等学校学習指導要領が、知識・技能を活用して課題を

解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育むため国語をはじめとする全教

科等において「言語活動」（例：説明、論述、討論等）を充実することを定めているこ

とを考慮する必要がある。 

 

○ 高大接続改革を国公私を通じて推進するため、国公私立大学の参画の下、共通テス

トにおいて、言語活動を通じて育成された資質・能力を的確に評価することが重要で

ある。特に記述式問題を導入し、より多くの受検者に課すことで、高等学校に対し、

「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善を促していく大きなメッセージにな

る。 
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○ あわせて、最終報告では、各大学の個別選抜においても記述式問題の導入が求め

られている。各大学の個別選抜においては、共通テストの積極的な活用を図るとと

もに、高等学校学習指導要領を踏まえ、論理的な思考力・判断力・表現力等を適切

に評価するため、例えば、国語を中心として、複数の素材を編集するなどとして、

自らの考えを立論し、それを表現するプロセスを評価できる記述式問題を課すな

ど、作問の改善等を図ることが重要である。 

 

○ 共通テストと個別選抜の双方において、それぞれの特質を踏まえながら、記述式

問題の充実を図り、言語活動を通して身に付いた資質・能力を的確に評価すること

により、高等学校教育・大学教育の改革充実により大きな好影響を与えることが期

待できる。  

 

＜検討経緯＞ 

○ 記述式問題については、教科専門家やテスト理論の専門家等の協力を得て、作問

方法と採点方法に関する各検討チームを設け、作問の構造化や採点方法の在り方等

について具体化を進めた。 

 

○  記述式問題の実施期日を含む全体の制度設計については、昨年８月、記述式問題

の導入意義、評価すべき能力や作問の構造、採点の方法・体制等を全体として考慮

した上で、１月に実施しセンターが採点する案、１２月に実施しセンターが採点す

る案、１月に実施しセンターがデータを処理し、それを踏まえて各大学が採点する

案の三つの案を提示した。 

 

○ このうち、各大学が採点を行う案については、限られた期間の中で実施でき、作問

内容の柔軟な設定が可能となるなどの点で優れた選択肢である一方、大学の負担・

体制や私立大学の入試日程、個別選抜との関係等も考慮し、多くの大学が共通テス

トの記述式問題を活用できるようにするため、①センターが解答の形式面を確認

し、各大学が採点する（パターン１）、②センターが段階別評価まで採点を行い、各

大学で確認する（パターン２）の２つに整理し、平成２８年１１月に関係団体に提示

した。 

 

○ これを受け、国立大学協会の「大学入学者選抜試験における記述式問題出題に関

する国立大学協会としての考え方」（平成２８年１２月）では、すべての国立大学

受検者に、個別試験で論理的思考力・判断力・表現力等を評価する高度な記述式試

験を課すことを目指すこと、パターン２を、具体的な問題例と採点基準等を今後十



7 
 

分に吟味した上で５教科７科目の中の国語において、国立大学の一般入試の全受検

者に課す方向で検討すること、パターン１を、各大学の個別試験問題として活用す

ることができるよう、各大学の求めに応じて大学入試センターが提供する方向で検

討すること、などの考えが示された。 

また、日本私立大学団体連合会の「「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」

の検討状況に関する意見」（平成２８年１０月）では、記述式問題を大学が採点す

る案について、日程や体制の問題から実質的に不可能であり、採点の統一性の観点

からセンターが責任をもって行うことが必要とされた。 

 

○ パターン２については、２回にわたるセンターのモニター調査（フィージビリテ

ィ検証）を通して、大規模共通かつ一斉の選抜試験を想定した記述式問題のモデル

問題の作成及び公表に向け、条件設定や採点基準、試験時間等の検証を行った。 

モデル問題案は、以下の要件を満たすものとした。 

ア．後述の＜評価すべき能力・問題類型等＞で示す評価すべき能力測定が可能な

問題であること 

イ．短期間での採点が可能な問題であること 

ウ．選抜試験であることから、客観性・公平性を確保した採点が可能な問題であ

ること 

エ．一定の時間内で解答が可能な問題であること 

モニター調査を通じ、受検者が思考・判断・表現を求められる具体的な場面

を、条件として適切に設定することにより解答パターンがある程度限定され、短

期間での客観性・公平性を確保した採点（＊）が見込めること、国語全体の試験

時間は１００分程度で収まることなど、上記ア～エの要件等について確認するこ

とができた。今後、平成２９年度に５万人規模の大規模なプレテストを実施する

予定であり、上記の検証項目や採点期間等について更に検証していく。 

 

＊国語で評価すべき能力を踏まえ出題した記述式問題の答案について、今回の調査では

数百人規模の実施であったが、①８０～１２０字で表現することなど文字数も含め、

受験者が思考・判断・表現を求められる具体的な場面を条件として適切に設定するこ

と、②採点者が方針を共有しやすいよう採点基準を明確にすること、③採点者が上位

判定者に協議し採点の信頼性を確保する多層的な採点体制をとることなどが、採点の

精度を担保するための重要なポイントとなることが確認された。今後、モニター調査

の更なる分析を進めるとともに、平成２９年１１月予定の大規模プレテスト（５万

人）を通じて、こうした条件設定や採点基準、採点体制に加えて、採点の検収や自己

採点の在り方等についても更に検証していく。 
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＜出題の範囲＞ 

 当面、高等学校で共通必履修科目として設定され、記述式問題導入の意義が大きい

「国語総合」で導入する。 

※古文・漢文の原文の内容を把握したり解釈したりする出題は除く。 

 

＜評価すべき能力・問題類型等＞ 

○ 多様な文章とともに、図表などを含めて、複数の情報を統合し構造化して考えをま

とめたり、その過程や結果について、相手が正確に理解できるよう根拠に基づいて論

述したりする思考力・判断力・表現力等を評価する。 

 

○ 最終報告において、学力の３要素を踏まえつつ、大学における学修や社会生活にお

いて必要となる問題発見・解決の能力等の諸能力を有しているかどうかを評価するこ

とが一層重要であるとして、共通テストでは、特に、 

   (1)内容に関する十分な知識と本質的な理解を基に問題を主体的に発見・定義し、 

(2)様々な情報を統合し構造化しながら問題解決に向けて主体的に思考・判断し、 

(3)そのプロセスや結果について主体的に表現したり実行したりするために必要な

諸能力をいかに適切に評価するかを重視すべき。 

という観点から作問を行うことが示された。 

 

○ また、中教審において検討された言語能力を構成する資質・能力が働く思考の過程

では、「テクスト（情報）の理解」と「文章や発話による表現」を柱に、以下のよう

に整理している。 

 ・「テクスト（情報）の理解」（構造と内容の把握、精査・解釈、考えの形成の過程

を経る） 

 ・「文章や発話による表現」（思考から表現への思考の過程で、内容・テーマの検

討、構成・表現形式の検討、考えの形成・深化、推こう、表現の過程を経る） 

 

○ このことを踏まえ、過去の大学入学者選抜の問題や高校入試問題を分類すると、

おおむね以下のとおりである。 

(1)「テクストの部分の内容や解釈」（テクストの部分を把握、精査・解釈して解答

する問題） 

(2)「テクストの全体の内容や解釈」（テクストの全体を把握、精査・解釈して解答

する問題） 
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(3)「テクストの精査・解釈に基づく考えの形成」（テクストを基に、考えを文章化

する問題） 

(4)「テクストの精査・解釈を踏まえた自分の考えの形成」（テクストを踏まえて発

展させた自分の考えを解答する問題（解答の自由度の高い記述式問題）） 

 

    作問検討チームでは、これらの分析を踏まえ、大規模共通試験の実現可能性等も

含め検討を行い、共通テストの記述式問題として、（1）(2)だけでなく、(3)につい

て条件付記述式として出題することとした。 

なお、(4)については、解答の自由度が高いことから個別選抜になじみやすい問

題であり、個別選抜において出題することが望ましいとされた。 

 

○ 素材選定の工夫の例としては、次のようなものが考えられる。 

・論理的な内容を題材にした説明、論説等 

・新聞記事・社説、会議等の記録、実務的な文章（取扱説明書、報告書、提案書

等）、契約書や法令の条文、公文書等 

・統計資料（図表・グラフ等）を用いた説明等 

 

＜出題・採点方法＞ 

○ センターにおいて、作問、出題、採点を行う問題については、例えば、文字数８

０～１２０字程度の問題を含め３問程度とする、マークシート式問題と記述式問題

の大問は分けて出題し、試験時間はマークシート式と合わせて１００分程度とする

ことを想定している。 

 

○ 採点方法については、答案を読み取り装置で画像データ化し、採点者が受検者個

人を特定できる情報を見えなくする処理を施した上で採点する仕組みを想定してい

る。採点については、処理能力や信頼性、実績を有する民間事業者を活用する。 

 

○ また、国立大学協会が個別試験で「高度な記述式」を課すことを目指す方針で合

意する一方、センターが作問した記述式問題を各大学の個別試験問題として活用す

る方法の検討が求められており、センターが大学の求めに応じて記述式問題及び採

点基準等を提供し、一定の期日に各大学が個別選抜の一部として実施・採点する方

式の導入を検討する（２００～３００字程度を想定）。 

 

○ 平成３２年度以降、作題や採点の知見の積み重ねにより、作題の工夫、採点精

度、識別力の一層の向上を図る。また、平成３６年度以降は、平成３２年度からの

実施状況やＣＢＴ等の技術開発の状況等を踏まえつつ、更なる充実を図る。 
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（２）数学 

①出題の範囲 

記述式問題の出題科目は、「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」とし、出題範囲は「数学

Ⅰ」の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

図表やグラフ・文章などを用いて考えたことを数式などで表したり、問題解決の

方略などを正しく書き表したりする力などを評価する。 

特に、「数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しを立てること」に関わる能

力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 
○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 

○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 

 

＜記述式問題の導入意義＞ 

○ これまでのセンター試験では、問題解決における構想から結論に至るプロセスがあ

らかじめ文脈として提示され、受検者は、与えられたそのプロセスに沿って必要な数

値を求めていく、「与えられた問題解決の過程を再現する力」を測る問題が中心とな

ってきた。 

また、各大学の個別選抜の問題では、いわゆる証明問題を含む問題解決のプロセス

全体を問うものが多いが、個別選抜で数学が課されない入学希望者に対しては、能力

の評価が「与えられた問題解決の過程を再現する力」にとどまる場合が多い。 

 

○ 数学は、科学の言葉といわれることがあるように、広い意味で言語のような役割を

果たす教科であり、各教科で身に付けた知識・技能を活用して問題発見・解決をする

際に重要な役割を果たす。また、「読み・書き・計算（そろばん）」などと表現され

るように、数学は国語と並んで、日常生活や大学におけるあらゆる学修の基礎となる

内容を学ぶ教科であるとされる。 

 

○ 中央教育審議会答申（平成２６年１２月）において、高等学校では、事象を式で

数学的に表現することに課題があると指摘している。このため、様々な事象と数

式、図表やグラフ等の数学的な表現を関連付けること（事象を基に数学的な表現を
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行ったり、数学的な表現を事象に戻してその意味を考察したりすることを含む。）

や、問題解決に当たって解決の方向を構想すること等を記述式問題で問うことは、

高等学校における指導の改善を促すことにつながる。 

 

＜検討経緯＞ 

○ ６（１）の＜検討経緯＞を参照。数学の場合、平成２８年１１月の時点において

も、「センターが段階別表示、各大学で確認」の案のみ示していたところである。 

 

○ ２回にわたるセンターのモニター調査（フィージビリティ検証）を通じ、大規模

共通かつ一斉の選抜試験を想定した記述式問題のモデル問題の作成及び公表に向

け、条件設定や採点基準、試験時間等の検証を行った。 

モデル問題案は、以下の要件を満たすものとした。 

ア．後述の＜評価すべき能力・問題類型等＞で示す評価すべき能力測定が可能な

問題であること 

イ．短期間での採点が可能な問題であること 

ウ．選抜試験であることから、客観性・公平性を確保した採点が可能な問題であ

ること 

エ．一定の時間内で解答が可能な問題であること 

モニター調査を通じ、受検者の解答パターンがある程度限定されており短期間での

客観性・公平性を確保した採点が見込めること、数学全体の試験時間は７０分程度

で収まることなど、上記ア～エの要件等について確認することができた。今後、平

成２９年度に５万人規模の大規模なプレテストを実施する予定であり、上記の検証

項目や採点期間等について更に検証していく。 

 

＜出題の範囲＞ 

○ 出題科目「数学Ⅰ」及び「数学Ⅰ・Ａ」の両方において，当面、高等学校で共通

必履修科目として設定され，記述式問題の意義が大きい「数学Ⅰ」の学習内容に関

する問題で導入する。 

 

＜評価すべき能力・問題類型等＞  

○ 中教審において検討された数学の問題発見・解決のための思考の過程は、おおむ

ね以下のようになっている。 

・ 「問題を数学的に捉える」（日常生活や社会の事象、数学の事象について数

学的に捉える） 

・ 「問題を焦点化する」（数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しを立

てる) 
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・ 「焦点化された問題を解く」（焦点化した問題を解決する） 

・ 「結論の活用」（解決した結果について、解決過程を振り返り、得られた結

果を意味づけたり、活用したりすることや、概念を形成したり、体系化したり

する） 

 

○ 過去の大学入学者選抜の問題を分類すると、おおむね以下のとおりである。 

(1)「焦点化された問題を解くこと」（数学的に処理すること等によって、数値等

の解答を得る） 

(2)「問題を焦点化すること」（数学的な処理を行って解決して結果を得るために

数式、図表、グラフなどで表現する） 

(3)「問題解決するに当たって把握すべき数学的な事柄・事実や、問題解決に向け

た構想を立てることなどの問題解決の方略を表現すること」 

(4)「問題解決のプロセス全体を表現すること」（いわゆる証明問題など） 

   

作問検討チームでは、これらの分析を踏まえ、大規模共通試験の実現可能性等を

併せて検討を行い、共通テストの記述式問題として、上記の（1）(2)に加え、(3)に

ついて条件付記述式として出題することとした。なお、数学の問題は、複数の解法

が存在する場合があるため、当面は(4)は出題せず、引き続き個別選抜で問うことが

望ましいとされた。 

 

○ 素材選定の工夫の例としては、次のようなものが考えられる。 

・数学的な事象を扱ったもの 

・日常生活、社会事象を扱ったもの 

・図表やグラフなどを用いて考えたことが解答の前提となる問題 

 

＜出題・採点方法＞ 

○ 問題数は３問程度とする。大問の中にマークシート式問題と記述式問題を混在し

て出題し、試験時間はマークシート式と合わせて７０分程度とすることを想定して

いる。 

 

○ 採点方法については、国語と同様の方式を想定している。 
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７．英語の４技能評価 

○ 高等学校学習指導要領における英語教育の抜本改革を踏まえ、大学入学者選抜にお

いても、「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能を適切に評価するため、共通テ

ストの枠組みにおいて、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着し

ている資格・検定試験を活用する。 
 

○ 具体的には、以下の方法により実施する。 

 ① 資格・検定試験のうち、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要

な水準及び要件を満たしているものをセンターが認定し（以下、認定を受けた資格・

検定試験を「認定試験」という。）、その試験結果及びＣＥＦＲ（※）の段階別成

績表示を要請のあった大学に提供する。 

このような方式をとることにより、学習指導要領との整合性、実施場所の確保、

セキュリティや信頼性等を担保するとともに、認定試験の実施団体に対し、共通テ

スト受検者の認定試験受検料の負担軽減方策や障害のある受検者のための環境整

備策を講じることなどを促す。 
 

※ ＣＥＦＲ…(Common European Framework of Reference for Languages : 
Learning , teaching , assessment)の略称。外国語の学習・教授・
評価のためのヨーロッパ共通参照枠。 

 

 ② 国は、活用の参考となるよう、ＣＥＦＲの段階別成績表示による対照表を提示す

る。 
 
③ センターは、受検者の負担、高等学校教育への影響等を考慮し、高校３年の４月

～１２月の間の２回までの試験結果を各大学に送付することとする。 

 

※ 共通テストの英語試験の取扱いについては、引き続き、以下の２案について大学・

高等学校等の関係団体等の意見を聞きつつ検討する。 
 

≪A 案≫ 

平成３２年度以降、共通テストの英語試験を実施しない。英語の入学者選抜に認

定試験を活用する。 

 

 ≪B 案≫ 

   共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学

への影響を考慮し、平成３５年度までは実施し、各大学の判断で共通テストと認定

試験のいずれか、又は双方を選択利用することを可能とする。 

 

○ なお、認定試験では対応できない受検者への対応のための共通テストの英語試験の

実施については、別途検討する。 
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＜検討経緯＞ 

○ 英語の有識者等の協力を得て英語４技能実施企画部会を設置し、専門的な検討を

進めるとともに、検討・準備グループにおいても重点的に審議を行うなど、英語の

資格・検定試験の活用の具体化に向けた検討を進めた。 

 

○ 公平性・公正性の観点を含め、民間の資格・検定試験の活用の実現可能性につい

て、主な資格・検定試験団体から詳細な聞き取りなどを実施し、具体化に向けた検

討を進めた。 

 

＜英語４技能評価の必要性＞ 

○ グローバル化が急速に進展する中、英語によるコミュニケーション能力の向上が

課題となっており、現行の高等学校学習指導要領（平成２５年度～）では、授業は

英語を用いて行うことを基本とし、英語４技能を総合的に育成することが求められ

ている。 

また、次期学習指導要領では、小・中・高等学校で一貫した目標を実現するた

め、外国語の能力を総合的に評価するＣＥＦＲ等を参考に、段階的な「国の指標形

式の目標」を設定するとともに、統合的な言語活動を一層重視することとしてい

る。 

     

○ 大学入学者選抜においては、このような高等学校段階の「読む」「聞く」「話す」

「書く」の４技能の総合的な能力を適切に評価できるようにすることが必要であ

り、このことは、グローバル人材育成の取組など、大学教育改革にも寄与すること

にもなる。 

   

＜資格・検定試験の活用の必要性＞ 

○ センター試験では、従来、コミュニケーション能力を重視した出題範囲の設定

（平成９年度～）や、リスニングの導入（平成１８年度～）等に取り組んできた

が、大枠では「読む」「聞く」の能力を中心に選択式で問うものとなっている。 

また、「話す」「書く」について、５０万人規模での一斉実施のための環境整備等

の観点から、現行のセンター試験のように、大規模、同日に一斉に試験を実施する

ことは困難である。 

 

○ 一方、民間の資格・検定試験は、英語４技能を総合的に評価するものとして社会

的に認知され、一定の評価が定着している。高等学校教育や大学の初年次教育の場

でも活用が進み、推薦・ＡＯ入試を中心に大学入学者選抜にも活用されている。 
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（参考）・大学生の高校生時の英語資格・検定試験の受検状況 

        約３７％（約２３万人（推計））（Ｈ２７文部科学省委託調査より） 

      ・大学の単位認定における TOEFL iBT の活用状況  

有効回答５１５校中２０２校 

       ・大学入学者選抜において英語資格・検定試験を活用している大学（Ｈ２７年度） 

               国立大学では、推薦入試１７．１％、ＡＯ入試１４．６％、一般入試 ７．３％ 

        私立大学では、推薦入試３０．７％、ＡＯ入試２１．２％、一般入試 ６．４％ 

 

○ 本件に関連して、「英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進

について(通知）」(平成２７年３月３１日文部科学省初等中等教育局長・高等教育局

長通知)においても、高等学校や大学等における資格・検定試験の活用を奨励してい

るところである。 

さらに、最終報告でも、「民間の資格・検定試験の知見の積極的な活用の在り方な

ども含め検討する」とされている。 

 

○ これらを踏まえ、大学入学者選抜において、資格・検定試験を積極的に活用する

ことにより、「話す」「書く」を含む英語４技能評価を推進することが有効である。

また、このことにより、高等学校までの段階における授業の改善を促進することが

期待される。 

 

＜大学における活用の在り方＞ 

○ 各大学の個別選抜においては、認定試験の段階別評価の結果について、例えば、 

      ・出願資格 

    ・試験免除 

    ・得点加算 

    ・総合判定の一要素 

などの方法で活用することが考えられる。従来センター試験を活用してきた大学

に対しては、文部科学省として、活用事例を複数例示するなど活用を促していく。 

成績表示は各認定試験の試験結果のほか、ＣＥＦＲに対応した段階別評価（例：

Ａ１～Ｃ２の最大６段階）により各大学に提供していく。 

 

○ 認定試験を活用する場合は、受検者の負担に配慮してなるべく多くの認定試験を

対象として活用するよう各大学に依頼する。 
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＜資格・検定試験の認定＞ 

○ 学習指導要領との整合性については、「認定」を通じ、認定試験と学習指導要領との

対応関係を確認する。 
 
○ 採点の質については、各認定試験実施団体に、採点の質の確保に関する客観的な検

証を行い、そのプロセスに関する情報を記録・公開することを求める。 
あわせて、信頼性向上に対する改善努力を定期的に公表することを求める。 

 

○ 異なる資格・検定試験の結果の比較については、各認定試験実施団体に、試験問

題、評価の観点、採点基準等がＣＥＦＲと対照していることを示す客観的な検証方

法・結果を公表することを求める。 

ＣＥＦＲと各資格・検定試験との対照表の向上のための検証を継続的に実施する。 

 

＜試験結果の集約・提供＞ 

○ 現在、センターが大学に対して行っている成績提供業務の一環として、以下のと

おり認定試験の結果をセンターに一元的に集約し、大学に提供する。 

・ 受検者は、認定試験出願時に、センターへ自らの成績を送付することを認定試

験実施団体に依頼。認定試験実施団体は、依頼を受けた受検者の成績をセンター

に送付。 

・ センターは、大学からの請求に基づき、共通テストの成績とともに認定試験の

成績を大学に提供。 

 

○ これにより、 

①一括した成績提供による大学、受検者、認定試験実施団体の各手続の簡素化と

セキュリティリスクの軽減 

②成績受領フォーマットの統一による大学における成績集計の事務コストの削減 

③センターがデータを蓄積することによる改善、様々な検証  

が可能となる。 

 

○ 実施場所・体制の確保 

・ 各認定試験について、できる限り、センター試験と同等以上の実施場所を確保で

きるよう、試験団体と調整を図る。また、実施期日・回数については、毎年度４月

～１２月の間に、全都道府県で複数回実施することを求める。 

・ 採点者、試験監督者等必要となる人員の質・量を確保することを求める。 

（例えば、会場ごとに、認定試験団体が一定の資格を有する試験監督者等を派遣。

高校教員にも協力を求める場合は、研修の実施や誓約書の提出等を求めるなど。） 
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・ 各認定試験実施団体に、障害のある受検者への配慮として、認定試験の実施に当

たり、合理的配慮として適切な手段を提供することを求める。 

・ 資格・検定試験については、主に各試験団体において資格・検定試験に対する自

己評価がなされており、また、現在、第三者機関による評価の在り方についても検

討されていることから、これらの効果的な活用の在り方も検討する。 

 

○ 検定料 

・ 低所得者世帯の受検者等の検定料の割引や複数回受検時の減免等の配慮を求める。 

 

＜受検期間・回数＞ 

○ 受検者の負担、高等学校教育への影響（例：早期から認定試験対策に追われるとの

懸念）の一方、受検機会の複数化の観点も考慮し、一定の回数制限を設けることが適

当である。このため、受検時期は、高校３年生以降の毎年４月～１２月とし、受検可

能回数は２回とする。 

有効期限の取扱いや既卒者の対応については、今後、検討する。 

 

○ 速やかに認定試験を活用して４技能を評価するため、また、センターが従来実施し

てきた英語の試験とリーディング・リスニングについて重複が生じるため、共通テス

トの英語試験については、平成３２年度から実施しないことが考えられる。（A 案） 

一方、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学への影響を配慮する観点からは、

平成３５年度までは、共通テストの英語試験を継続して実施することも考えられる。

（B案） 

このため、両案を併せて提示し、引き続き、大学・高等学校等の関係団体等の意見

を聞きつつ検討し、実施方針策定時までに結論を得る。 

 

○ なお、今後、認定試験では十分に対応できない受検者（例えば、障害のある受検者

の一部など）への対応について、取扱いを検討する。 

 

※ 認定、成績収集・提供の詳細な制度設計や認定基準は、平成２９年度初頭の実施方

針の公表後、高等学校・大学関係団体や資格・検定団体等との調整を進め、その後、

センターが各資格・検定団体からの認定申請を受けて審査し、認定した資格・検定試

験を公表する。 

※ 英語以外の外国語の取扱いについては、英語の詳細な制度設計の検討状況を踏ま

え、引き続き検討する。                                                                                                                    
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８．マークシート式問題の見直し 

○ 思考力・判断力・表現力を一層重視した作問への見直し 

    次期学習指導要領の方向性を踏まえ、各教科・科目の特質に応じ、より思考力・

判断力・表現力を重視した作問となるよう見直しを図る。 

 

 

○ 最終報告を踏まえ、マークシート式問題について、各教科・科目の特質や難易度を

含む識別力の観点も踏まえつつ、思考力・判断力・表現力等を一層重視した作問への

見直しを図るため、特に次のような点に留意して作問の工夫・改善に努める。 

・出題者が問題文で示した流れに沿って解答するだけでなく、問題解決のプロセ

スを自ら選択しながら解答する部分が含まれるようにする 
・複数のテキストや資料を提示し、必要な情報を組み合わせ思考・判断させる 
・分野の異なる複数の文章の深い内容を比較検討させる 
・学んだ内容を日常生活と結びつけて考えさせる 
・他の教科・科目や社会との関わりを意識した内容を取り入れる 
・正解が一つに限られない問題とする 
・選択式でありながら複数の段階にわたる判断を要する問題とする 
・正解を選択肢の中から選ばせるのではなく必要な数値や記号等をマークさせる 

 

○ 学習指導要領の趣旨・内容との連携をより的確に確保するとともに、評価すべき

能力や作問の構造を実際の作題に確実に反映するため、センターにおいては、高等

学校関係者や、高等学校教育の実態をよく把握している大学教員等を積極的に作問

委員として委嘱するなど、作問方針や体制の抜本的な見直しを図る。 
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９．結果の表示 

 （１）マークシート式問題 

   各大学において、入学者受入れ方針に応じたきめ細かい選抜に活用できるよう、

大学のニーズも踏まえつつ、現行の大学入試センター試験よりも詳細な情報を大学

に提供する。 

提供する情報の内容については、以下の事項を含め、今後、プレテスト等の状況

も踏まえつつ検討し、平成２９年度中に結論を得る。 

・ 設問、領域、分野ごとの成績 

・  全受検者の中での当該受検者の成績を表す段階別表示 

 

（２）記述式問題 

   設問ごとに設定した正答の条件（形式面・内容面）への適合性を判定し、その結

果を段階別で表すことなどについて検討する。 

結果の表示の仕方については、国語、数学の科目特性や試験問題の構成の在り方

も踏まえ、プレテスト等を通じて明確化する。 

    

※ 上記（１）（２）に関し、大学が指定した教科・科目については、全ての問の結

果の活用を求める。 

    

 

○ 結果表示については、テストの全体設計を踏まえた成績表示の具体的内容、項目、

表示方法等について、科目特性や試験問題の構成の在り方、大学のニーズなどを踏

まえつつ、段階別評価について、プレテスト等を通じて明確化していく。 

 

○ また、各大学が、合否判定を行う際に、入学者受入れ方針（アドミッション・ポ

リシー）に基づいて得点比重をかけることができるような情報を提供する。 

 

○ 現行のセンター試験の国語における古典の取扱いとして、「近代以降の文章」「古

文」「漢文」の３分野を別々に成績提供しているが、以下の点を踏まえ、今後、「国

語」として一括して成績提供することを検討する。 

  ① 平成２５年度からの高等学校学習指導要領では、古典を含む国語総合が、すべ

ての高校生が共通に履修する「共通必履修科目」として設定されていること。 

  ② 試験時間の不平等を解消する必要があること。 

   ※古典を課さない大学の受検者の場合、「国語」の試験時間内で、大問４問中２問のみを解答

すれば良いことになる。 

  ③ 古文や漢文と現代文の融合問題等の作題の工夫が可能となること。 
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○ 記述式問題について、正答の条件（形式面・内容面）への適合性を判定し、その結果

を複数段階（例えば、３～５段階程度）で表示することを想定している。引き続き、プ

レテスト等を通じ、問題の内容等に応じて明確化する。  

 

○ 今後、各大学が多面的・総合的な評価を実施するためには、マークシート式問題、記

述式問題、英語４技能評価、調査書や面接など多様な指標を用いた選抜を行うことに

なることから、文部科学省において、各指標を組み合わせて選抜に活用するための参

考指針を提供する。 
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１０．実施期日等 

○ 共通テストの実施期日は、１月中旬の２日間とする。 

○ マークシート式問題と国語、数学の記述式問題は同一日程で、当該教科の試験時

間内に実施する。 

○ 成績提供時期については、現行の１月末から２月初旬頃の設定から、記述式問題

のプレテスト等を踏まえ、１週間程度遅らせる方向で検討する。 

 

 

○ 記述式問題の導入に伴い、試験実施期日を１２月に早める案も検討したが、この

案に対しては、全国高等学校長協会から、受検までに学習指導要領に示された学習

内容を終了させることが困難であること、多様な教育活動（学校行事や部活動）を

行うことが困難になることといった懸念が示された（「大学入学希望者学力評価テス

ト（仮称）の実施時期について」（平成２８年１０月））。 

 

○ これを踏まえ、共通テストの実施期日は、高等学校における教育活動への影響に配

慮し、従来と同様の１月中旬の２日間とする。 

マークシート式問題と国語、数学の記述式問題は同一日程で、当該教科の試験時間

内に実施する。 

 

○ 成績提供時期については、採点期間を確保する必要があることから、プレテストの

実施状況等を踏まえつつ、現行の１月末から２月初旬頃（※）から、１週間程度遅ら

せることを検討する。 

 ※平成２９年度入試の場合、「私立１月３１日」「国公立２月２日」  
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１１．その他 

○ 出題教科・科目の試験時間、実施期日・成績提供時期、実施上の配慮事項（試験場 

の割当て、障害等のある受検者に対する配慮、再試験・追試験の実施）、実施方法等

に関する要項（時間割、検定料、成績の本人への通知等）の具体的な取扱いについ

ては、プレテストの結果等を通じて引き続き検討し、今後、実施大綱（平成３１年

度初頭目途に策定・公表予定）のほか、適切な時期に順次公表する。 

    なお、共通テストの検定料については、受検者の経済的負担に配慮して所要の検

討を行う。 

    障害のある受検者に対しては、引き続き合理的な配慮を行う。 

 

○ プレテストの実施内容と今後のスケジュールは別表２のとおり。 

なお、プレテストを通じて共通テストにおける試験問題の検討を行い、その検討

結果を公表する。 

 

※ ＣＢＴの導入については、引き続きセンターにおいて、導入に向けた調査・検

証を行う。平成２９年度については、問題素案の集積方法の検討及び集積等を行

う。 

この成果も踏まえ、平成３６年度以降の複数回実施の実現可能性を検討する。 

 

 

○ 出題教科・科目の試験時間（記述式の問題構成を含む）、実施期日・成績提供時期、

検定料、成績の本人通知の内容等は、プレテスト等の結果も踏まえ検討し、実施大綱

（実施年度の前年）及び実施要項（実施年度）において示す。 

 

○ 平成３０年度に共通テストと同様の形式でプレテストを実施することを踏まえ、

平成２９年度は、そのための検証も含めたテストを実施する。その他、ＣＢＴの導

入に向けた検討を行う。 

 

  【平成２９年度】 

    ・テストの実施内容等に関する検討 

    ・記述式問題を含む試験問題の作成・検証・分析 

      ・プレテスト用テスト実施システムの構築 

    ・採点支援技術の構築・検証 

    ・テストの実施・採点に向けた運営や採点の体制の構築 

（記述式問題：各５万人規模、マークシート問題：各数千人規模） 

 

 【平成３０年度】 

   ・実施体制、採点体制等について、共通テストを想定した形式でプレテストを実施。 



23 
 

 

  【平成３１年度】 

・平成３０年度の実施結果を踏まえ、改善すべき内容等を把握の上、必要に応じて更

にテストを実施。 

 

○ 平成３２年度から共通テストを円滑かつ着実に導入する。 

 

 



～１２月 １月

４技能
資格・検定試験

（認定）

４技能
資格・検定試験

（認定）

４技能
資格・検定試験

（認定）

英語４技能評価について

【A案】４技能の資格・検定試験活用

４技能
資格・検定試験

（認定）

大学では、 を活用

※センターでは
実施せず

～１２月 １月

４技能
資格・検定試験

（認定）

４技能
資格・検定試験

（認定）

４技能
資格・検定試験

（認定）

Reading
Listening

マーク式(センター)

と大学では、 のいずれか、または双方を
選択し活用

【B案】英語４技能の資格・検定試験活用と２技能のセンター実施（※）

A案

４技能
資格・検定試験

（認定）

Reading
Listening

マーク式(センター)
B案

参考資料１

（※） 2技能のセンター実施は、平成３５年度まで



認定試験の成績提供イメージ

受検者 センター 大学

○成績提供の現状（全教科・科目）

②成績請求

③成績送付

①センター受検

受検者 センター 大学

○平成３２年度～（全教科・科目＋認定試験）

④成績請求

⑤成績送付
（共通テスト＋認定試験）

②センター受検

認定
試験
団体

③成績送付



試
験
名

Cambridge 
English 英検 GTEC

CBT
GTEC for 

STUDENTS IELTS TEAP TOEFL
iBT

TOEFL 
Junior 

Comprehens
ive

TOEIC TOEIC S&W

実
施
団
体

ケンブリッジ大学
英語検定機構

日本英語検定
協会

ベネッセコーポ
レーション

Berlitz 
Corporation

ELS Educational 
Services

※一般財団法人進学
基準研究機構(CEES)

と共催

ベネッセコーポレー
ション

Berlitz Corporation
ELS Educational 

Services

ブリティッシュ・カウン
シル、

ケンブリッジ大学英
語検定機構

日本英語検定協会
等

日本英語検定
協会

テスト作成：
ETS

日本事務局：
CIEE

テスト作成：
ETS

日本事務局：
GC&T

テスト作成：
ETS

日本事務局：
IIBC

テスト作成： ETS
日本事務局：

IIBC

受
験
人
数

国内人数非公表
※全世界では約

250万人

約263.5万人
（H26実績）

非公表
約81万人

（H27見込）

約3.6万人
（H27速報値）

※全世界では250万人

約1.3万人
（H27実績）

非公表 非公表

約240万人
（H26実績）

※TOEICプログラム
全世界約700万人

約2.4万人
（H26実績）

※TOEICプログラム
全世界約700万人

年
間

回
数

2－3回 3回 3回 2回 約35回 3回 40－45回 2－3回 10回 24回

会
場
数

全国12会場

公開会場230都市
400会場+準会場

（離島含）17,000会
場

全国57会場 学校会場 － 全国30会場 全国90会場 全国170会場 全国256会場 全国43会場

成
績
表
示
方
法

KET/PET/FCE/CA
E/CPE（5つ）
CEFR、合否、

スコア（80-230）、グ
レード

1級～5級
合否による表示
H27～スコア・
バンド併記

0-1400点
0-810点

（S 0-170点）
1.0-9.0

（0.5刻み）
80-400点

0-120点
（4技能を各0-
30点で評価）

0-352点
10-990点

（L、R各5-495
点）

0-400点
（S、W各0-200点）

出
題
形
式

実
施
方
式

L, R, W: 紙/CBT
S: ペア面接

L, R: 紙/CBT
(W): 紙

(S): 面接/CBT
（*2）

L, S, R, W: CBT
L, R, W: 紙
S: タブレット

L, R, W: 紙
S: 面接

L, R, W: 紙 S: 
面接 (*4)

L, S, R, W: 
CBT

L, S, R, W: 
CBT

L, R: 紙 S, W: CBT

受
験
料

PET(B1) 11,880
円～ KET(A2)

9,720円～（※5）

2級：5,000円
準2級：4,500円

9,720円
3,080円 L, R, W

5,040円 L, R, W, S
25,380円 15,000円 230USドル 9,500円 5,725円 10,260円

主な英語の資格・検定試験

*1: L=Listening, S=Speaking , R=Reading, W=Writing *2: Wは1級・準1級（H28から2級に導入）,Sは3級以上（H28から4級・5級に導入）

*3: Sはオプション *4: L/R, L/R/Wでも受験可能 *5: 実施試験センターにより異なることあり 平成２８年３月現在



熟練した
言語使用者

C2
聞いたり読んだりした、ほぼ全てのものを容易に理解することができる。
いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法で再構築できる。
自然に、流暢かつ正確に自己表現ができる。

C1
いろいろな種類の高度な内容のかなり長い文章を理解して、含意を把握できる。
言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。
社会生活を営むため、また学問上や職業上の目的で、言葉を柔軟かつ効果的に用いることができる。
複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細な文章を作ることができる。

自立した
言語使用者

B2
自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容
を理解できる。
母語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。
幅広い話題について、明確で詳細な文章を作ることができる。

B1
仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば、主要な点を理
解できる。
その言葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。
身近な話題や個人的に関心のある話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。

基礎段階の言
語使用者

A2
ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係がある領域に関しては、
文やよく使われる表現が理解できる。
簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄について、単純で直接的な情報交換に応じることができる。

A1
具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることが
できる。自分や他人を紹介することができ、住んでいるところや、誰と知り合いであるか、持ち物などの
個人的情報について、質問をしたり、答えたりすることができる。
もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助けが得られるならば、簡単なやり取りをすることができる。

（出典） ブリティッシュ・カウンシル、ケンブリッジ大学英語検定機構

○ CEFR （Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment） は， 語学シラバス
やカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、分かりやすい、包括的な基盤を提供するも
のとして、２０年以上にわたる研究を経て策定された。欧州域内外で使われている。

○ 欧州域内では、国により，CEFRの「共通参照レベル」が，初等教育，中等教育を通じた目標として適用されたり，欧州域内の言語能力に関する
調査を実施するにあたって用いられたりするなどしている。

外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠（CEFR）について



各試験団体のデータによるCEFRとの対照表

英検： 日本英語検定協会 http://www.eiken.or.jp/forteachers/data/cefr/

IELTS：ブリティッシュ・カウンシル（および日本英語検定協会）資料より
TEAP： 第1回 英語力の評価及び入試における外部試験活用に関する検討会 吉田研作教授資料より

TOEIC ： IIBC http://www.toeic.or.jp/toeic/about/result.html
「L&R」または「S&W」の記載が無い数値が４技能の合計点

Cambridge English（ケンブリッジ英検）：ケンブリッジ大学英語検定機構 http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/cefr/cefr-exams/ 
http://www.cambridgeenglish.org/exams/cambridge-english-scale/ 

GTEC ：ベネッセコーポレーションによる資料より
「L&R&W」の記載が無い数値が４技能の合計点

※各試験団体の公表資料より文部科学省において作成

http://www.eiken.or.jp/association/association/info/2015/pdf/20151218_pressrelease_CSE2.pdf
TOEFL：米国ETS  http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RM-15-06.pdf?WT.ac=clkb 

CEFR Cambridge 
English 英検 GTEC

CBT
GTEC for 

STUDENTS IELTS TEAP TEAP
CBT

TOEFL
iBT

TOEFL 
Junior 

Comprehensive

TOEIC /
TOEIC S&W

C2 CPE
(200+)

8.5-9.0

C1 CAE
(180-199)

1級
(2630-3400)

1400 7.0-8.0 400 800 95-120 1305-1390
L&R 945~
S&W 360~

B2 FCE
(160-179)

準1級
(2304-3000)

1250-
1399

980
L&R&W

810
5.5-6.5 334-399 600-795 72-94 341-352 1095-1300

L&R 785~
S&W 310~

B1 PET 
(140-159)

2級
(1980-2600)

1000-
1249

815-979
L&R&W
675-809

4.0-5.0 226-333 420-595 42-71 322-340 790-1090
L&R 550~
S&W 240~

A2 KET
(120-139)

準2級
(1284-1800)

700-
999

565-814
L&R&W
485-674

3.0 150-225 235-415 300-321 385-785
L&R 225~
S&W 160~

A1 3級-5級
(419-1650) -699

-564
L&R&W

-484
2.0 200-380

L&R 120~
S&W 80~

平成２８年３月現在



校
種

CEFR
レベル

聞くこと 読むこと
話すこと

（やり取り）
話すこと
（発表）

書くこと

高
等
学
校

中
学
校

小
学
校

○母語話者同士による多様な話題の長い会話を聞い

て，概要や要点を理解できるようにする。

○身近な話題に関する複雑な流れの議論を聞いて，話

の展開を理解できるようにする。

○自然な速さで話される時事問題や社会問題に関する

長い説明を聞いて，概要や要点を理解できるように

する。

○ある程度知識のある社会問題や時事問題に関する

ラジオ番組やテレビ番組を視聴して，概要や要点を

理解することができるようにする。

○関心のある分野の記事や資料から，必要な情報

を読み取ることができるようにする。

○興味のある現代小説や随筆を読んで，概要を理

解することができるようにする。

○時事問題や社会問題に関する記事やレポート，

資料を読んで，概要や要点，筆者の姿勢や視点

を理解できるようにする。

○幅広い話題に関する会話に参加し，情報や自分

の意見などを適切かつ流暢に表現することがで

きるようにする。

○知識のある時事問題や社会問題について，幅広

い表現を用いて議論することができるようにする。

○幅広い話題について，即興で，説明したり自分

の考えや気持ちなどを話したりすることができ

るようにする。

○幅広い分野のテーマについて，明瞭かつ詳細

な説明をすることができる。

○多様な考え方ができる時事問題や社会問題に

ついて，様々な見方の長所・短所を示すととも

に，自分の意見を幅広い表現を用いて論理

的に説明することができるようにする

○聴衆の反応に応じて，発表の内容や方法を調

整することができるようにする。

○関心のある分野のテーマについて，事実や情

報などを明確且つ詳細に伝える説明文を書く

ことができるようにする。

○時事問題や社会問題など幅広い話題に関する

記事や資料を読んで，その概要や要点を書い

てまとめることができるようにする。

○時事問題や社会問題など幅広い話題について，

得た情報を活用しながら，自分の意見やその

理由を論理的に書くことができるようにする。

○Eメール，エッセイ，レポートなどをそれぞれの

用途に合った文体で書くことができるようにす

る。

○身近な話題や知識のある社会的な話題に関する短

い会話を聞いて，概要や要点を理解することができ

るようにする。

○比較的ゆっくりはっきりと話されれば，時事問題や社

会問題に関する短い平易な説明を聞いて，要点を

理解することができるようにする。

○比較的ゆっくりはっきりと話されれば，馴染みのある

話題を扱ったラジオ番組やテレビ番組を視聴して，

要点を理解できるようにする。

○身近な話題に関する比較的短い記事やレポート，

資料から，必要な情報を読み取ることができるよ

うにする。

○短い物語を読んで，あらすじを理解することができ

るようにする。

○社会的な話題に関する短い会話や説明を読んで，

概要や要点を理解できるようにする。

○英語学習を目的として書かれた記事やレポートを

読んで，概要や要点を理解できるようにする。

○公共の場所（店，駅など）において，自分の問題を

説明し，解決することができるようにする。

○身近な話題や興味関心のある事柄について，準

備をしないで会話に参加することができるように

する。

○身近な話題や知識のある話題について，簡単な

英語を用いて情報や意見を交換することができ

るようにする。

○身近な話題や関心のある事柄について，即興

で説明することができるようにする。

○身近な話題や関心のある事柄について，まと

まりのある内容を話すことができるようにする。

○関心のある分野のテーマに関する記事やレ

ポート，資料の概要や要点を説明することが

できるようにする。

○知識のある時事問題や社会問題について，内

容を具体的に説明するとともに，自分の意見

を加えて話すことができるようにする。

○自分の経験や身近な事柄について，複数のパ

ラグラフから成る説明文を書くことができるよ

うにする。

○関心のある分野のテーマに関する記事や資料

を読んで，その概要や要点を書いてまとめる

ことができるようにする。

○関心のある分野のテーマについて，まとまりの

ある文章で具体的に説明するとともに，自分

の意見やその理由を加えて書くことができる

ようにする。

A2

○短い簡単なメッセージやアナウンスを聞いて，必要な

情報を聞き取ることができるようにする。

○身近な話題に関する短い会話を聞いて，概要や要点

を理解することができるようにする。

○ゆっくりはっきりと話されれば，身近な事柄に関する

短い説明の要点を理解することができるようにする。

○日常生活において身の回りにある短い平易なテク

ストから，必要な情報を読み取ることができるよ

うにする。

○平易な英語で書かれた短い物語を読んで，あらす

じを理解できるようにする。

○身近な話題に関して平易な英語で書かれた短い

説明や手紙を読んで，概要や要点を理解できる

ようにする。

○日常生活や自分に関連した事柄に関する短い簡

単なやりとりをすることができるようにする。

○身近な話題や興味関心のある事柄について，あ

る程度準備をすれば，会話に参加することができ

るようにする。

○身近な話題について，簡単な英語を用いて簡単な

意見交換をすることができるようにする。

○身近な事柄や出来事について，簡単な語句や

文を用いて即興で話すことができるようにする。

○身近な話題や関心のある事柄について，簡単

な説明をすることができるようにする。

○身近な話題について，自分の意見やその理由

を簡単に話すことができるようにする。

○自分が必要とする事柄について，短い簡単なメ

モやメッセージなどを書くことができるようにす

る。

○身近な事柄について，簡単な語句や表現や用

いて，短い説明文を書くことができるようにす

る。

○聞いたり読んだりした内容について，簡単な語

句や表現を用いて，自分の意見や感想を書く

ことができるようにする。

A1

○挨拶や簡単な指示を聞いて理解することができるよ

うにする。

○日常生活において必要となる基本的な情報を聞き取

ることができるようにする。

○ゆっくりはっきりと話されれば，身の回りの事柄に関

する平易でごく短い会話や説明を，視覚情報などを

参考にしながら理解することができるようにする。

○日常生活において身の回りにある英語の中の語

句や単純な文を理解できるようにする。

○平易な英語で書かれたごく短い物語を読んで，視

覚情報などを参考にしながら，あらすじを理解す

ることができるようにする。

○身の回りの事柄に関して平易な英語で書かれた

ごく短い説明を読んで，視覚情報などを参考にし

ながら，概要を理解することができるようにする。

○相手の発話を理解できない場合など，必要に応じ

て，聞き返したり意味を確認したりすることができ

るようにする。

○相手のサポート（ゆっくり話す，繰り返す，言い換

える，自分が言いたいことを表現するのに助け船

をだしてくれる など）があれば，ごく身近な話題

について，簡単な表現を使って質疑応答をするこ

とができるようにする。

○簡単な語句や文を用いて，自分について話す

ことができるようにする。

○日常生活において必要となる基本的な情報を

伝えることができるようにする。

○ごく身近な事柄や出来事について，事実，自分

の考えや気持ちなどを，簡単な語句や文を用

いて短く話すことができるようにする。

○自分に関するごく限られた情報を，簡単な語句

や文を用いて書くことができるようにする。

○ごく身近な事柄について，簡単な語句や文を用

いて書くことができるようにする。

(Pre-
A1)

○アルファベットの発音を聞いて，どの文字であるかが

わかるようにする。

○挨拶や短いごく簡単な指示を聞いて理解することが

できるようにする。

○ゆっくりはっきりと，繰り返し話されれば，自分に関す

ることや身近で具体的な事物を表わすごく簡単な語

句や文を聞き取ることができるようにする。

○ごく身近にあるアルファベットの文字を識別し，発

音することができるようにする。

○音声で十分に慣れ親しんだ，ごく身近で具体的な

事物を表わす単語を見て，その意味を理解できる

ようにする。

○挨拶やごく短い簡単な指示に応答することができ

るようにする。

○相手のサポート（ゆっくり話す，繰り返す，言い換

える，自分が言いたいことを表現するのに助け船

をだしてくれる など）があれば，自分に関するこ

とについてごく簡単な質問に答えることができるよ

うにする。

○定型表現を用いて，簡単な挨拶をすることがで

きるようにする。

○自分や身の回りの物事に関するごく限られたこ

とについて，簡単な語句や文を用いて話すこと

ができるようにする。

○目的を持ってアルファベットの大文字と小文字

を活字体で書くことができるようにする。

○例文を参考にしながら，音声などで十分慣れ

親しんだ語句や文を書き写すことができるよう

にする。

「外国語」等における小・中・高等学校を通じた国の指標形式の目標（イメージ）たたき台

複
数
の
力
を
統
合
的
に
扱
う
言
語
活
動
を
通
し
て
求
め
ら
れ
る
英
語
力
を
身
に
付
け
る

B2

※CEFRとは、シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集のために、透明性が高く分かりやすく参照できるものとして、20年以上にわたる研究を経て、2001年に欧州評議会（Council of Europe）が発表。

B1

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

の学習指導要領等の改善及び必要な方策について（平

成28年12月21日中央教育審議会答申）別添１３－３



目標 言語活動 言語の使用場面・言語の働き 言語材料

高等学校学習指
導要領

「コミュニケーショ
ン英語Ⅰ」

英語を通じて，積極的
にコミュニケーションを
図ろうとする態度を育
成するとともに，情報
や考えなどを的確に理
解したり適切に伝えた
りする基礎的な能力を
養う。

ア 事物に関する紹介や対話などを聞いて，情
報や考えなどを理解したり，概要や要点をとら
えたりする。

イ 説明や物語などを読んで，情報や考えなど
を理解したり，概要や要点をとらえたりする。
また，聞き手に伝わるように音読する。

ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経
験したことに基づき，情報や考えなどについて，
話し合ったり意見の交換をしたりする。

エ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経
験したことに基づき，情報や考えなどについて，
簡潔に書く。

次に示すような言語の使用場面や言
語の働きの中から，各科目の目標を
達成するのにふさわしいものを適宜
取り上げ，有機的に組み合わせて活
用する。

［言語の使用場面の例］
ａ 特有の表現がよく使われる場面：

・買物／旅行／食事／電話での応答
／手紙や電子メールのやりとりなど
ｂ 生徒の身近な暮らしや社会での暮
らしにかかわる場面：

・家庭での生活／学校での学習や活
動／地域での活動／職場での活動
など
ｃ 多様な手段を通じて情報などを得
る場面：

・本，新聞，雑誌などを読むこと／テ
レビや映画などを観ること／情報通
信ネットワークを活用し情報を得るこ
となど

［言語の働きの例］
ａ コミュニケーションを円滑にする：

・相づちを打つ・聞き直す・繰り返す
／言い換える／話題を発展させる／
話題を変えるなど
ｂ 気持ちを伝える：
・褒める／謝る／感謝する
／望む／驚く／心配するなど
ｃ 情報を伝える：

・説明する／報告する／描写する／
理由を述べる／要約する／訂正する
など
ｄ 考えや意図を伝える：

・申し出る／賛成する／反対する／
主張する／推論する／仮定するなど
ｅ 相手の行動を促す：

・依頼する／誘う／許可する／助言
する／命令する／注意を引くなど

中学校学習指導要領第２
章第９節第２の２の(3)及び次に

示す言語材料の中から，それぞ
れの科目の目標を達成するの
にふさわしいものを適宜用いて
行わせる。その際，「コミュニ
ケーション英語Ⅰ」においては，
言語活動と効果的に関連付けな
がら，ウに掲げるすべての事項
を適切に取り扱うものとする。

ア 語，連語及び慣用表現
(ｱ) 語
ａ 「コミュニケーション英語Ⅰ」に

あっては，中学校で学習した語
に400語程度の新語を加えた語
ｂ 「コミュニケーション英語Ⅱ」に
あっては，ａに示す語に700語程
度の新語を加えた語
ｃ （略）
ｄ 「コミュニケーション英語基礎」，

「英語表現Ⅰ」，「英語表現Ⅱ」
及び「英語会話」にあっては，生
徒の学習負担を踏まえた適切な
語
(ｲ) 連語及び慣用表現のうち，
運用度の高いもの

イ 文構造のうち，運用度の高
いもの

ウ 文法事項
(ｱ) 不定詞の用法
(ｲ) 関係代名詞の用法
(ｳ) 関係副詞の用法
(ｴ) 助動詞の用法
(ｵ) 代名詞のうち，itが名詞用法
の句及び節を指すもの
(ｶ) 動詞の時制など
(ｷ) 仮定法
(ｸ) 分詞構文

高等学校学習指
導要領

「コミュニケーショ
ン英語Ⅱ」

英語を通じて，積極的
にコミュニケーションを
図ろうとする態度を育
成するとともに，情報
や考えなどを的確に理
解したり適切に伝えた
りする能力を伸ばす。

ア 事物に関する紹介や報告，対話や討論など
を聞いて，情報や考えなどを理解したり，概要
や要点をとらえたりする。

イ 説明，評論，物語，随筆などについて，速読
したり精読したりするなど目的に応じた読み方
をする。また，聞き手に伝わるように音読や暗
唱を行う。

ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経
験したことに基づき，情報や考えなどについて，
話し合うなどして結論をまとめる。

エ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経
験したことに基づき，情報や考えなどについて，
まとまりのある文章を書く。

高等学校学習指
導要領
「英語表現Ⅰ」

英語を通じて，積極的
にコミュニケーションを
図ろうとする態度を育
成するとともに，事実
や意見などを多様な観
点から考察し，論理の
展開や表現の方法を
工夫しながら伝える能
力を養う。

ア 与えられた話題について，即興で話す。ま
た，聞き手や目的に応じて簡潔に話す。
イ 読み手や目的に応じて，簡潔に書く。

ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経
験したことに基づき，情報や考えなどをまとめ，
発表する。

（参考２）現行高等学校学習指導要領（外国語科）における目標、言語活動、言語の使用場面、言語の働き、言語材料



大学入学者選抜における民間の英語資格・検定試験の活用状況

平成27年度大学入学者選抜において民間の英語資格・検定試験を活用している大学は、36.3%
（271/746校）

純計 推薦 AO 一般

国立
23 14 12 6

(28.0%) (17.1%) (14.6%) (7.3%)

公立
19 14 9 1

(22.6%) (16.7%) (10.7%) (1.2%)

私立
229 178 123 37

(39.5%) (30.7%) (21.2%) (6.4%)

計
271 206 144 44

(36.3%) (27.6%) (19.3%) (5.9%)
上段（単位／校）
下段の（ ）は国立82校、公立84校、私立580校、計746校に対する割合

文部科学省大学入試室調べ



○各大学の入学者選抜において、卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受入れの方針に基づき、「学力の３要素」（ 「知識・技能」「思考力・判断
力・ 表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価できるよう、現行の「一般入試」「Ａ Ｏ入試」「推薦入試」の課題の改善を図る観点から、大学
入学者選抜実施要項における評価方法、時期等を見直す。（※平成３２年度から着実に導入しつつ、平成３６年度以降も各大学において一層の深化が図られるよう、改革の制度設計を引き続き検討）

入試区分 「一般入試」⇒「一般選抜（仮称）」（基本形） 「ＡＯ入試」⇒「総合型選抜（仮称）」 「推薦入試」⇒「学校推薦型選抜（仮称）」

特徴
主として、共通テストや各大学が実施する教科・科目
に係るテストに重点を置きつつ、入学希望者を多面的・
総合的に評価する選抜

主として、入学希望者が自ら表現する能力・適性、
学習意欲、目的意識等を評価することに重点を置き
つつ、入学希望者を多面的・総合的に評価する選抜

主として、高等学校が在学中の学習成果を評
価した上で、大学に対して行う推薦に重点を置
きつつ、入学希望者を多面的・総合的に評価す
る選抜

出願時期・
合格発表始期

・出願時期：試験期日に応じて定める
・合格発表始期：設定なし

・出願時期：８月１日以降
・合格発表始期：設定なし

・出願時期：１１月１日以降
・合格発表始期：設定なし

学力検査
・試験期日：２月１日～４月１５日まで
・合格発表：４月２０日まで

※学力検査を課す場合は、左記と同様

内容面での
課題（１）

①出題科目が１～２科目に限定されている場合がある。
②記述式を実施していない場合がある。実施している
場合でも、複数の情報を統合し構造化して新しい考
えをまとめる能力などの評価が不十分である。
③「話すこと」「書くこと」を含む、英語４技能を総
合的に評価する必要がある。

現行の実施要項で「知識技能の修得状況に過度に
重点を置いた選抜基準としない」とされているが、
一部、事実上の「学力不問」となっている場合があ
ると指摘されている。

現行の実施要項で「原則として学力検査を免
除」とされているが、一部、事実上の「学力不
問」となっている場合があると指摘されている。

内容面での
改善点（１）

①教科・科目に係るテストの出題科目の見直し
②国語を中心とした記述式の導入・充実など作問の改善
③英語４技能評価の導入

※上記①～③は総合型選抜・学校推薦型選抜でも推奨

・上記実施要項の記載の削除
・志願者本人の記載する資料（例：活動報告書、入学希望
理由書、学修計画書）等を積極的に活用し、詳細な書類
審査と丁寧な面接による評価の充実
※ 活動報告書の様式例の提示

・上記実施要項の記載の削除
・推薦書の中で学力の３要素の評価を
必須化

内容面での
課題（２）

特に主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度の
評価が不十分

特に知識・技能及び思考力・判断力・表現力の評価が不十分

内容面での
改善点（２）

上記の評価のため、調査書や志願者本人の記載する資
料等（＊１）の積極的な活用
調査書等をどのように活用するかについて、各大学の募
集要項等に明記
＊１：その他、エッセイ、面接、ディベート、集団討論、プ
レゼンテーション、各種大会や顕彰の記録、総合的な学習の時
間等における探究的な学習の成果等に関する資料や面談など

上記の評価のため、調査書等の出願書類だけでなく、各大学が実施する評価方法等（＊２）又は大学
入学共通テスト（仮称）のうち、少なくともいずれか一つの活用の必須化
＊２：例えば、自らの考えに基づき論を立てて記述させる評価方法（小論文等）、プレゼンテーション、
口頭試問、実技、教科・科目に係るテスト、資格・検定試験等の成績など

（注）入学者受入れの方針に基づき、活用する評価方法（実施時期・内容を含む）や比重について、各大学の募集要項等で明確化

実施面での
課題

教科・科目に係るテストについて、記述式の導入・
充実をはじめ、多面的・総合的評価のための期間を確
保する一方、学年暦との関係も考慮する必要。

高等学校教育や本人の進路選択の観点からより適切な出願時期を

設定する必要。また、１０月以前に合格発表を行う大学が４２％を
占め、高等学校教育や本人の学習意欲に影響を及ぼしている状況を
改善する必要。一方、学校推薦型選抜の出願時期も考慮する必要。

出願月と同じ１１月に合格発表を行う大
学が４２％を占め、高等学校教育や本人の
学習意欲に影響を及ぼしている状況を改善
する必要。

実施面での
改善点

・試験期日：１月２５日（＊３）～３月２５日まで
＊３：又は大学入学共通テスト（仮称）の追・再試験日の翌日のいずれ

か遅い日

・合格発表時期：３月３１日まで ※総合型選抜・

学校推薦型選抜でも教科・科目に係るテストを課す場合は同様

・出願：９月以降（現行より１か月後ろ倒し）
・合格発表時期：１１月以降（新規）

・出願：１１月以降（現行通り）
・合格発表時期：１２月以降（新規）

※入学前教育の充実

平成３３年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告に盛り込む内容等について（案） [主なポイント]

※入学前教育の充実



新たなルールの方向性（案）（実施時期）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

Ａ
Ｏ
入
試

現状

改善案

推
薦
入
試

現状

改善案

一
般
入
試

現状

改善案

出願
（8/1以降）

発表
（設定無し、１０月
以前が４２％）

出願
（11/1以降）

出願
（11/1以降）

出願
（9/1以降）

発表
（11/1以降）

発表
（設定無し、１１月
以前が４２％）

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（仮
称
）

発表
（12/1以降）

試験（注）

（2/1-4/15以降）
発表（注）

（～4/25）

試験
（1/25-3/24）

発表
（～3/31）

（注）ＡＯ入試・推薦入試でも、教科・科目に係るテストを課す場合は同様



調査書や提出書類等の見直しについて【主なポイント】（案）

○ 「指導上参考となる諸事項」の見直し
記載欄を拡充し、以下の①～⑥の各項目ごとに記載するよう分割。
①各教科・科目及び総合的な学習の時間の学習における特徴等
②行動の特徴、特技等
③部活動、ボランティア活動、留学・海外経験等
④取得資格・検定 ⑤表彰・顕彰等の記録 ⑥その他

※ 調査書の両面１面の制限を撤廃し、弾力的に記載

○ 「調査書記入上の注意事項等について」の見直し
共通の留意事項として、以下の内容の記載を求めるよう変更。
③の部活動、ボランティア活動等の具体的な取組
④の資格・検定の内容、取得スコア、時期
⑤の各種大会やコンクール等の内容や時期等
（その他、国際バカロレア、科学オリンピック、生徒の成長の状況に
関わる所見など）

○ 大学が指定する特定の分野において特に優れた学習成果を上げ
たことを調査書の備考欄に記載(例：保健体育、芸術、家庭、情報等)

○ 「評定平均値」について、学習成績を全体的に把握する趣旨の明
確化や目標に準拠した評価の観点から、適切な名称に変更（「学習
成績の状況」）

○ 入学者受入れの方針に基づき、調査書や志願者本人の記載す
る資料等を具体的にどのように活用するのかについて、募集要項
等に記載する
※ 調査書等の活用にあたり、各高等学校が定める学校運営の方針等に
関する情報について、必要に応じ提供を求めることができる

○ 入学希望者の学習や活動の成果を踏まえた「知識・技能」「思
考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学
ぶ態度」に関する評価についての記載を必ず求める。その際、生
徒の努力を要する点なども、特に配慮を要するものがあれば記載。

○ 活動報告書の記載内容や様式のイメージの例示
・「総合的な学習の時間」等において取り組んだ課題研究等
・ 学校の内外で意欲的に取り組んだ活動（部活動、ボランティア
活動、生徒会活動、資格・検定、各種大会・コンクール、留学・海
外経験等）

○ 大学入学希望理由書や学修計画書の内容
各大学が、学部等の教育内容を踏まえ、入学希望理由や学びた
い内容・計画、卒業後を見据えた目標等を記載させる。

○ 活動報告書、大学入学希望理由書や学修計画書の活用
本人が記載する資料の活用に努める。特に、総合型選抜や学校
推薦型選抜において、これらの資料に関するプレゼンテーション
などにより積極的に活用。

○ 実技を通じて評価している場合は、必要に応じて、活動報告書
等を活用すること

○ 入学者受入れの方針に基づき、調査書や志願者本人の記載す
る資料等を具体的にどのように活用するのかについて、募集要項
等に記載する（再掲）

○ 「大学入学者選抜改革推進委託事業」（平成28年度～）において、高校段階でのeポートフォリオとインターネットによる出願システムが連
動したシステムのモデルや主体性等を評価するためのモデルの開発等を行っており、その取組状況も踏まえながら、調査書等の電子化の
在り方について検討。

調査書 推薦書

志願者本人の記載する資料等

調査書等の電子化



大学入学者選抜実施状況について ①

○最終合格発表月（Ｈ２７年度入試）
【ＡＯ入試】 【推薦入試】

○出願月（Ｈ２７年度入試） ＜各月の実施大学合計数に対する割合＞

【ＡＯ入試】 【推薦入試】

8 9 10 11 12 1 2 3

国立 3% 5% 29% 9% 17% 3% 33% -

公立 - 24% 41% 3% 10% - 21% -

私立 4% 15% 23% 13% 15% 6% 9% 14%

公私立短期 4% 14% 20% 13% 14% 9% 10% 16%

合計 4% 15% 22% 13% 15% 7% 11% 14%

9 10 11 12 1 2 3

国立 - - 13% 41% 1% 44% -

公立 - - 29% 50% - 21% -

私立 1% 6% 47% 32% 4% 4% 5%

公私立短期 - 11% 41% 32% 5% 5% 6%

合計 1% 7% 42% 34% 4% 8% 5%

8 9 10 11 12 1 2 3

国立 25% 32% 16% 12% 7% 7% － －

公立 34% 28% 21% 7% － 7% － －

私立 13% 20% 15% 13% 10% 9% 10% 9%

公私立短期 11% 17% 16% 13% 11% 10% 11% 10%

合計 13% 19% 16% 13% 10% 9% 10% 9%

8 9 10 11 12 1 2 3

国立 － － － 58% 19% 23% － －

公立 － － 1% 78% 7% 14% － －

私立 1% 2% 36% 37% 12% 6% 4% 2%

公私立短期 0% 1% 35% 36% 13% 6% 5% 4%

合計 0% 1% 32% 40% 13% 7% 4% 3%

文部科学省大学入試室調べ



大学入学者選抜実施状況について ②

○出願から合格までの期間（Ｈ２７年度入試）

【ＡＯ入試】 【推薦入試】

文部科学省大学入試室調べ

○大学入学者選抜実施状況（Ｈ２７年度入試）

その他
全募集
人員

国立 80,906 84.0% 2,839 2.9% 11,937 12.4% 14,776 15.3% 680 96,362

公立 20,959 72.5% 561 1.9% 7,072 24.5% 7,633 26.4% 303 28,895

私立 259,992 56.0% 38,612 8.3% 158,301 34.1% 196,913 42.4% 7,322 464,227

公私立短期 15,104 23.2% 11,336 17.4% 37,663 57.8% 48,999 75.2% 1,061 65,164

総計 376,961 57.6% 53,348 8.1% 214,973 32.8% 268,321 41.0% 9,366 654,648

AO入試+推薦入試
募集人員

推薦入試募集人員AO入試募集人員一般入試募集人員

一週間
以内

二週間
以内

一ヶ月
以内

二ヶ月
未満

二ヶ月
以上

国立 - - 17% 44% 39%

公立 - 4% 18% 54% 25%

私立 8% 20% 43% 23% 5%

公私立短期 12% 25% 46% 16% 1%

合計 9% 20% 41% 23% 7%

一週間
以内

二週間
以内

一ヶ月
以内

二ヶ月
未満

二ヶ月
以上

国立 1% - 35% 42% 23%

公立 - 4% 55% 34% 7%

私立 5% 15% 59% 19% 1%

公私立短期 9% 19% 56% 15% 1%

合計 5% 14% 56% 21% 4%



大学入学者選抜実施状況について ③

○入学前教育実施状況（Ｈ２７年度入試）

【ＡＯ入試】 【推薦入試】

○入学前教育実施の目的（Ｈ２８年度入試）

学習習慣維持 80%

高校の復習 67%

大学の学習 64%

大学帰属意識形成 44%

意欲喚起の施策作成 50%
学力アッププログラム作成 29%
入学前教育のための組織・体制作り 10%
入学前教育に対する教員の意欲 4%
出身高校との連携 3%
経費の確保 3%

○入学前教育をより充実したものにするための
最も重要だと考える課題（Ｈ２８年度入試）

文部科学省大学入試室調べ

入学前教
育実施

内、高校
との連携

国立 44% 100%

公立 23% 100%

私立 77% 99%

公私立短期 72% 100%

合計 69% 99%

入学前教
育実施

内、高校
との連携

国立 60% 51%

公立 63% 46%

私立 92% 33%

公私立短期 87% 25%

合計 86% 33%



平成27年度入学者選抜実施状況の概要 （平成12年との比較）

平成１２年度(ＡＯ入試調査開始年度)に比べて、ＡＯ入試、推薦入試を経由した入学者が

大きく増加しており、入試方法の多様化が進んでいる。

【平成12年度】

一般入試
65.8％

（389,851人）

推薦入試
31.7％

（188,083人）

その他
1.1％

（6,827人）

AO入試
1.4％

（8,117人）

（入学者計：592,878人）

【平成27年度】

34.9％
（211,167人）

（注）「その他」：専門高校・総合学科卒業生入試、社会人入試、帰国子女・中国引揚者等子女入試など

（入学者計：608,078人）

一般入試
56.1％

（340,974人）

AO入試
8.8％

（53,485人）

その他
0.4％

（2,614人）

推薦入試
34.7％

（211,005人）



平成27年度入学者選抜実施状況の概要 （国公私立別）

国公立大学では一般選抜が中心

私立では約半数がＡＯ入試、推薦入試を経由して入学している

一般入試 推薦入試 アドミッション・オフィス入試 その他

【国立大学】 【公立大学】 【私立大学】

（入学者計：477,727人）（入学者計：30,734人）（入学者計：99,617人）

24.1％
（7,205人）

AO入試
2.7%

（2,679人）

その他
0.5%

（534人）

AO入試
2.2%

（663人）

その他
0.7%

（216人）

AO入試
10.5%

（50,143人）

その他
0.4%

（1,864人）

推薦入試
12.1%

（12,096人）



ＡＯ入試を実施する大学の約8割では、何らかの学力把握措置を講じていると回答 （※高等学校の教科の評定平均値を除く） 。
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実施して
いる, 21, 

87%
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78%
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22%
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80%
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推薦入試を実施する大学の約9割では、何らかの学力把握措置を講じていると回答（※高等学校の教科の評定平均値を除く） 。
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